
 
第３章 賃金 

1  賃金とは 

賃金とは、給料、手当、賞与その他名称を問わず、労働の対償として使用 

者が労働者に支払うすべてのものをいいます。退職金、見舞金、祝金など

は、使用者が支払わなければならないものではありませんが、労働協約、就

業規則、労働契約などによって、支給条件が明確になっていれば、賃金とい

えます。 

使用者は、労働契約を結ぶときは、賃金の額や支払方法などについて、はっき 

りと分かるような書面を労働者に交付しなければなりません（Ｐ９参照）。 

また、就業規則にも賃金に関して必ず記載しなければなりません。 

 

（１） 男女同一の原則 

労働基準法では、女性であることを理由に、賃金体系、支払方法などに

ついて差別的取扱いをしてはならないと定めています。 

性別による賃金の差別的取扱いかどうかの判断は、仕事の内容、能率、

技能なども含めて総合的に判断しなければなりません。 

 

（２） 同一労働同一賃金 

同一企業の正規雇用労働者（無期雇用フルタイム労働者） と非正規雇

用労働者（有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者）の間の不

合理な待遇差は禁止されています。 
 

◆主な関係条文：労働基準法４条、１１条、１５条、８９条、 
同法施行規則５条 
パートタイム・有期雇用労働法８条 
 

 

２ 賃金の支払い原則 

賃金は労働者にとって生活の糧です。そこで、労働基準法では、賃金が

確実に労働者の手に渡るように、賃金の支払い方法について、次の５つの原  

則等を定めています。 

 

 

 

４ 副業・兼業 

  既に会社で働いている人が、副業・兼業を行うことが可能かどうかは

会社によって異なります。 

   副業・兼業を始めたいと思ったら、まずは既に働いている会社の就業

規則や自身の労働契約の内容を確認し、副業・兼業を行うことが可能

かどうかや、副業・兼業を始めるためにどのような手続きが必要になるか

を確認しましょう。 

  副業、兼業に関する判例では、労働者が労働時間以外の時間をどの

ように利用するかは、基本的には労働者の自由であるとされており、判

例を踏まえれば、企業は、原則、副業・兼業を認める方向で検討するこ

とが適当とされています。就業規則などで禁止している場合は、その見

直しを含めて、労働者が副業・兼業を行える環境を整備しましょう。 

   なお、労働者が雇用される形で、副業・兼業を行う場合、原則として、

その労働者を使用する全ての使用者が、自社と副業・兼業先の労働時

間を通算して管理する必要があります。 

 

※ 厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン （わかりやすい解説）

(2020.11)」参照 

＜参考＞ 雇用保険マルチジョブホルダー制度（Ｐ８７参照） 
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